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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年１２月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２６年１０月７日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市小口
こ ぐ ち

港（大村湾西部） 

 長崎県西海市所在の田島灯台から真方位１８５°９,９１０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.０′ 東経１２９°４８.３′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての操縦者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡

したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 誠
まこと

丸、１.２３トン 

 ＮＳ３－４７２８９（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.４０ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１０、昭和５７年１月２４日 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ８２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年３月１８日 

  平成２４年８月２７日をもって失効していた。 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、操縦者が１人で乗り組み、漁船登録票の検認を受けるた

め、小口港の係留場所から同港の荷揚げ岸壁に移動した後、船首着け

で係留した。 

 付近にいた住民は、操縦者が本船に積んでいたプラスチックケース

及び浮き等の漁具を荷揚げ岸壁へ運んでいるところを見掛けた。 

 付近にいた住民は、平成２６年１０月７日０８時４５分ごろ、小口

港の荷揚げ岸壁において、ドボンという音を聞き、本船の方を見たと

ころ、落水した操縦者を認め、現場に駆けつけて操縦者の衣服をつか

み、周囲の人に救助を求めて数人で操縦者を本船に引き揚げた。 

 操縦者は、本船の左舷舷側から約０.５ｍ岸壁から約１.４ｍの海面

に落水していた。（写真１参照） 
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       写真１ 操縦者が落水した位置 

 付近にいた住民は、０８時５０分ごろ、１１９番に通報した。 

 操縦者は、救急車で病院に搬送された後、溺死と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし 

海象：海上 平穏、水温 約２５℃ 

 その他の事項 

 

 小口港では、漁船登録票の検認が本事故当日の１０時３０分ごろか

ら荷揚げ岸壁で行われる予定であり、本事故時、同岸壁付近には、地

元の漁業者等が集まっていた。 

 操縦者は、本事故前の約１～２か月は本船を使用していなかった。

 操縦者は、ふだん、本船に乗船するときは救命胴衣を着用していた

が、本事故時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 操縦者は、溺死した。 

 本船は、小口港の荷揚げ岸壁に船首着けで係留中、操縦者が、本船

の左舷舷側から約０.５ｍ岸壁から約１.４ｍの海面に落水していたこ

とから、左舷船首部付近から落水したものと考えられるが、落水した

状況を明らかにすることはできなかった。 

 操縦者は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、小口港の荷揚げ岸壁に船首着けで係留中、操縦

者が左舷船首部付近から落水したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶で漁具等の積卸しを行うときは、安全に作業ができるよ

うに舷側を岸壁へ着けて行うことが望ましい。 

 ・小型船舶の暴露甲板で作業等を行うときは、救命胴衣の着用に努

めること。 

 

約０.５ｍ 

約１.４ｍ 

本船 


